
＜ＩＰ電話サービス利用規約＞ 
 

第１章 総則 
 
（規約の適用） 
第１条 当社は、このＩＰ電話サービス利用規約（以下「規約」といいます。）を定め、こ

れによりＩＰ電話サービス（以下「本サービス」といいます。）を提供します。 
    ２ 当社が別途規定する個別規定及び当社が随時契約者に対し通知する追加規定  
   （以下「個別規定等」といいます。）は、この規約の一部を構成するものとし、この 
    規約と個別規定等との内容が異なる場合には、個別規定等がこの規約に優先して 
    適用されるものとします。 
 
（規約の変更） 
第２条 当社は、事前の通知を行うことなくこの規約を変更することがあります。この場 
    合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。 
 
（用語の定義） 
第３条 この規約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。 
  
用 語 用 語 の 意 味 
１ ＩＰ電話サービス 利用契約者の電話機等（利用契約者が接続機器に接続して

使用する電話端末機等をいいます。）から入力された音声等

をデジタル化し、インターネットプロトコルによる通話を

提供するサービス 
２ 利用契約 当社からＩＰ電話サービスの提供を受けるための契約 
３ 利用契約者 当社と利用契約を締結している者 
４ 加入契約 当社からＲＯＳＥＮＥＴインターネットサービスの提供を

受けるための契約 
５ 接続機器 本サービスを利用するために必要な機器として当社が提供

するアダプタ又はモデム等の機器 
    
第２章 利用契約  
 
（利用契約の単位） 
第４条 当社は、加入契約ごとに１の利用契約を締結します。 
 
（利用申込をすることができる者の条件） 
第５条 利用契約の申込み（以下「利用申込」といいます。）をすることができる者は、利 
    用申込の時点でＲＯＳＥＮＥＴインターネットサービスのうち当社が別に定め 



   る品目等を利用中の者及び利用申込と同時に申込む者とします。 
 
（利用申込） 
第６条 利用申込をしようとする者は、当社が別に定める方法により当社所定の利用申込 
    書を当社に提出していただきます。 
２   ２０才未満の者が利用申込をしようとする場合は、法定代理人の同意を必要とし 
    ます。 
 
（利用申込の承諾） 
第７条 当社は、利用申込があったときは、受け付けた順序にしたがって承諾します。 
２   当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用申込を承諾しないこ 
    とがあります。 
    (1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 
    (2) 利用申込をした者が本サービスの料金等の債務の支払いを現に怠り、又は怠る 
      おそれがあるとき。 
    (3) 利用申込をした者が、本サービス若しくはＲＯＳＥＮＥＴインターネットサー 
      ビスの利用停止処分を受けているとき、又は過去に契約を解除されたことが 
      あるとき。 
    (4) 利用申込書に虚偽の記載、誤記又は記載漏れがあったとき。 
    (5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 
 
（最低利用期間） 
第８条 本サービスには、最低利用期間があります。 
２   前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日から起算して１ヶ月間と 
    します。 
 
（契約内容の変更） 
第９条 当社は、利用契約者から請求があったときは、契約内容の変更を行います。 
２   前項の請求及び承諾については、第６条（利用申込）及び第７条（利用申込の承 
    諾）の規定に準じて取り扱います。 
 
（利用休止） 
第１０条 利用契約者は、１年間の内で通算かつ連続して６ヶ月を超えない範囲において、 
     暦月単位で本サービスの利用を休止することができます。 
２    利用契約者は、本サービスの利用を休止しようとするときは、休止しようとす 
     る月の前月２０日までに、その旨を当社へ通知するものとします。 



 
（権利の譲渡の禁止） 
第１１条 利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができま 
     せん。 
 
（利用契約者が行う利用契約の解除） 
第１２条 利用契約者による利用契約の解除日は、毎月の末日とします。ただし、第８条 
     （最低利用期間）に規定する最低利用期間中の解除はできません。 
２    利用契約者は、利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする月の２ 
     ０日までに、当社に書面又はその他当社が指定する方法によりその旨を届け出 
     るものとします。 
 
（当社が行う利用契約の解除） 
第１３条 当社は、利用契約者が次のいずれかに該当する場合は、その利用契約を解除す 
     ることがあります。 
     (1) 第１８条（利用停止）の規定により利用停止をされた利用契約者がなおその 
       事実を解消しないとき。 
     (2) 利用契約者が、第５条（利用申込をすることができる者の条件）に規定する 
       条件を満たさなくなったとき。 
２    当社は、利用契約者が第１８条（利用停止）各号の規定のいずれかに該当する 
     場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる 
     ときは、前項第１号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでそ 
     の利用契約を解除することがあります。 
３    当社は、前２項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あら 
     かじめ利用契約者にそのことを通知します。 
 
第３章 サービスの提供 
 
 （本サービスの提供範囲） 
第１４条 当社は、利用契約者に対し、この規約及び個別規定等にしたがって、別に定め 
     る通話を提供します。 
２    前項の規定にしたがい本サービスの利用対象となる通話については、接続機器 
     により自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供するサービ 
     スは利用できなくなります。（マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信 
     事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります。）

３    本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サ 



     ービスの適用対象にはなりません。 
 
（接続機器の貸与） 
第１５条 本サービスを利用するために必要となる接続機器は、当社が貸与します。 
２    利用契約者は、利用契約の解除があった場合、接続機器を当社に返還するもの 
     とします。 
３    利用契約者が接続機器に関し次の行為を行った場合、当社は利用契約の解除及 
     び損害額を請求する権利を有します。 
     (1) 接続機器を本来の用法によらない方法で使用し、本サービスを不正に受けた 
       り受けようとすること 
     (2) 接続機器を転貸、譲渡、質入等すること 
     (3) 接続機器を分解したり改造を加えること 
４    利用契約者は、接続機器に異常が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知す 
     るものとします。 
５    利用契約者は、利用契約者の故意若しくは過失又は第三者の行為による接続機 
     器の損傷、紛失、盗難等があったときは、直ちに当社に申し出るものとし、そ 
     の修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。 
 
（通話品質） 
第１６条 本サービスに関する通話品質は利用契約者の利用形態及び利用時の通信速度等 
     により変動する場合があります。 
２    当社は、本サービスに関する通話品質及び接続に関する保証を一切行わないも 
     のとします。 
３    利用契約者が本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じた場 
     合、当社にその旨を速やかに通知するものとします。 
 
第４章 利用中止等 
 
 （利用中止） 
第１７条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 
     (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 
     (2) 現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。 
     (3) 前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断したとき。 
２    当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそ 
     のことを利用契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ 
     の限りでありません。 



 
（利用停止） 
第１８条 当社は、利用契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停 
     止することがあります。 
     (1) この規約及び個別規定等に違反したとき。 
     (2) 加入契約の利用停止があったとき。 
     (3) 故意又は過失により多数の不完了呼を発生させた等で、現に通信が輻輳し、 
       又は輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。 
     (4) その他本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著 
       しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。 
 
（利用の制限） 
第１９条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあ 
     る場合における災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保 
     又は秩序を維持するために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益を 
     確保するための緊急通信を取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を 
     とることがあります。 
 
第５章 料金等 
 
 （料金） 
第２０条 本サービスの料金は、登録料等の初期費用、月額基本料金、通話料及び手続に 
     関する費用等とし、別に定める料金表によります。 
 
（料金の支払義務） 
第２１条 利用契約者は、利用申込を行い、その承諾を受けたときは、本サービスの料金 
     を支払わなければなりません。 
 
（料金の計算方法等） 
第２２条 当社は、本サービスの料金について、別に定めがある場合を除いて、毎月末日 
     締めにて、料金表の規定にしたがい月額計算した上、当該月末日が属する料金 
     月の料金を請求するものとします。 
２    月額基本料金の計算については、次のとおりとします。 
     (1) 月額基本料金は、毎月末日締めにて、料金表の規定にしたがい月額計算しま 
       す。ただし、利用契約の開始月においては、月額基本料金は無料とします。 
     (2) 利用契約が、解除等理由の如何を問わず終了した場合、当該利用契約が終了 



       した月の月末までの月額基本料金を支払うものとします。 
     (3) 利用契約者は、別に定めがある場合を除いて、利用契約期間中に本サービス 
       を利用できない状態が生じた場合であっても、利用期間中の月額基本料金 
       の全額を支払うものとします。 
３    通話料の計算については、次のとおりとします。 
     (1) 通話料は、毎月末日締めにて、当社が測定した通話時間と料金表の規定にし 
       たがい月額計算します。 
     (2) 当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった 
       場合、利用契約者は、通話時間を正しく測定することができなかった期間 
       の初日の属する月の前６ヶ月の１日あたりの平均通話料（前６ヶ月の実績 
       を把握することが困難な場合には、原則として、通話時間を正しく測定す 
       ることができない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における１日 
       あたりの平均通話料）の支払いを要するものとします。この場合において 
       特別の事情があるときは、利用契約者と協議し、その事情を斟酌するもの 
       とします。 
     (3) 本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービス 
       が利用できなくなる事態が発生した場合、利用契約者に事前に通知するこ 
       となく接続機器により自動的に利用契約者が加入している電気通信事業者 
       の提供するサービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等に 
       ついては、当該電気通信事業者の定める料金が適用されることとなります 
       が、当該通話料等に関しては当社は一切責めを負わないものとします。 
４    当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、料金の計算の起算日及び締め日を 
     変更することがあります。 
 
（端数処理） 
第２３条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた 
     場合は、その端数を切り捨てます。 
 
（料金の支払い） 
第２４条 利用契約者は、料金について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方 
     法により、その料金を支払っていただきます。 
２    当社は、料金、割増金、遅延損害金、その他利用契約に基づき当社が利用契約 
     者に対して有する債権（以下本条において「債権」といいます。）の受領行為を 
     第三者に委託することができるものとします。 
３    利用契約者は、債権の譲渡又は代位による権利の移転を承諾するものとします。 
 



（消費税） 
第２５条 利用契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費 
     税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関する法令の規定により当該支 
     払について消費税が賦課されるものとされているときは、利用契約者は、当社 
     に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払う 
     ものとします。 
 
（割増金） 
第２６条 利用契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、そ 
     の免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消 
     費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。 
 
（遅延損害金） 
第２７条 利用契約者は、料金その他の債務（遅延損害金を除きます。）について支払期日 
     を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払い 
     の日の前日までの日数について、年１４．５％の割合で計算して得た額を遅延 
     損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して１ 
     ０日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。 
 
第６章 損害賠償 
 
 （責任の制限） 
第２８条 利用契約者は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線 
     等のインフラストラクチャーに関する技術水準並びにネットワーク自体の高度 
     な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が本サービスに 
     ついて瑕疵のないことを保証することができないことについて予め了承するも 
     のとします。 
２    当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由に 
     よりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態（本 
     サービスによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程 
     度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあるこ 
     とを当社が知った時刻から起算して、２４時間以上その状態が継続したときに 
     限り、その利用契約者の損害を賠償します。 
３    前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあること 
     を当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（２４時間の倍数である部 
     分に限ります。以下この条において同じとします。）について、２４時間ごとに 



     日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る１日分の料金額を発 
     生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 
４    前項に規定する１日分の料金額は、月額基本料金を３０で除して得た額としま 
     す。 
５    前項に規定により計算して得た額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切 
     り上げます。 
６    当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、第２ 
     項乃至第５項の規定は適用しません。 
７    第２項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して６ヶ月を経過して 
     も利用契約者からの損害賠償の請求がない場合は、当社は、損害賠償に応じる 
     べき義務を免れるものとします。 
 
（免責） 
第２９条 当社は、利用契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条（責 
     任の制限）の規定によるほかは、何ら責任を負わないものとします。 
 
第７章 雑則 
 
 （利用に係る利用契約者の義務） 
第３０条 利用契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならない 
     ものとします。 
     (1) 故意に通信を保留したまま放置する等、通信の伝送交換に妨害を与える行為 
       又は与えるおそれのある行為。 
     (2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる行為又は生 
       じさせるおそれのある行為。 
     (3) その他本サービスの品質を低下させる行為若しくは低下させるおそれのあ 
       る行為又は当社の信用を毀損する行為若しくは毀損するおそれのある行為。 
     (4) 本サービスの運営を妨げる行為若しくは妨げるおそれのある行為又は本サ 
       ービスの信用を毀損する行為若しくは毀損するおそれのある行為。 
     (5) 本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とす 
       る行為。 
     (6) 当社又は他社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害する 
       おそれのある行為。 
     (7) 他社又は当社の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又は侵害する 
       おそれのある行為。 
     (8) 他社若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれ 



       のある行為。 
     (9) 他社又は当社を誹謗中傷する行為又はその名誉若しくは信用を毀損する行 
       為。 
     (10) その他法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為。 
     (11) その他当社が不適切と判断する行為。 
 
（個人情報等の保護） 
第３１条 当社は、利用契約者の営業秘密、又は利用契約者その他の者の個人情報であっ 
     て通信の秘密に該当しない情報（あわせて、以下「個人情報等」といいます。） 
     を利用契約者本人から直接収集し又は利用契約者以外の者から間接に知らされ 
     た場合には、これを保存することができます。 
２    当社は、これらの個人情報等について、本サービスの提供のために必要な範囲 
     を超えて、利用又は利用契約者本人以外の者への開示、提供を行わないものと 
     します。 
３    当社は、刑事訴訟法第２１８条（令状による差押え・捜査・検証）その他同法 
     の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範 
     囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。 
４    当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁 
     判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、 
     第２項の規定にかかわらず、個人情報等の照会に応じることができるものとし 
     ます。 
 
（法令等による制限） 
第３２条 本サービスの取扱に関しては、国内及び外国の法令並びに他の電気通信事業者

が定める契約約款等により制限されることがあります。 
  
附則（実施期日） この規約は、２００３年１２月１日より効力を発するものとします。 
  
 
 


